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大阪市人権啓発・相談センターにおける人権相談の取組みについて 

 
１ 人権啓発・相談センターでの人権相談について 

(１) 相談体制 

  人権問題に関する専門相談員による相談 

  課題によっては、弁護士との連携による課題解決に向けた支援を実施 

(２) 相談時間 

  平日      午前９時から午後９時 

  日曜日・祝日  午前９時から午後５時 30分 

   （土曜日、年末年始、施設点検日は休館） 

(３) 相談方法 

  電話・面談・メール・ファックス・手紙 

  ※ 希望があれば、区役所等での出張面談での相談を実施。 

  【参考】 

   電話 94.5％   面談 3.6％   その他 1.9％ 

 

２ 平成 30 年度における取組みについて 

   複雑多様化している人権相談に対応し、実効性ある人権侵害の早期発見・救済を進めてい

くために、人権啓発・相談センターの相談窓口の認知度向上と、市民に身近な区役所におけ

る人権相談機能の充実及び専門相談機関等とのネットワークの充実に向けて、次のとおり取

り組んでいる。 
(１) 人権相談窓口の認知度向上に向けた取組み 

人権侵害を受けた場合の相談先としての認知度 

目標：50.0％ ⇒ 市政モニター調査の結果：47.3％（家族・友人を除く） 

ア 周知用ポスターを区役所等市関係施設、地下鉄駅、ＪＲ、学校関係等に掲出 

イ LINE＠による人権情報の配信（毎週月曜日）をするとともに登録者の加入拡大 

   新規登録者：336 件（31 年２月末現在） 

ウ 市民局フェイスブックに周知記事を掲載 

エ 人権情報誌「KOKORO ねっと」において相談窓口をＰＲ 

【窓口ＰＲ：30年度発行全３号】 

オ 各区ホームページ及び広報紙に周知記事を掲載 

カ 相談者アンケートにおいて人権相談窓口を知った経緯から、効果的な周知方法を検証 

【ポスター等：14.57％、市区ホームページ：7.66％、区広報紙：4.25％】 

 (２) 区役所における人権相談機能の充実に向けた継続的な取組み 

ア 毎月定例で開催する人権相談担当者会においてケーススタディの事例研究内容を充実 

イ 人権相談担当者研修会の開催 

【30 年６月及び８月に実施】 

 (３) 専門相談機関等とのネットワークの充実に向けた取組み 

  ア ＮＰＯ団体等との連携の拡充 

【平成 30 年度（４月～31 年２月末現在） 51 機関増加 連携機関総数：301 機関】 
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３ 平成 30 年度における相談実績（平成 30年４月から 31 年２月末まで）について 

(１) 相談件数  

年  度 実相談件数 

平成 30 年度 

(30 年４月～31 年２月) 
２，８０５件（255 件／月） 

平成 29 年度 ３，１６５件（264 件／月） 

平成 28 年度 ４，２２０件（352 件／月） 
 
 

(２) 課題別相談内容 

  

その他（1,061 件）の内訳 

   相談内容の不明瞭なもの 780 件  ＬＧＢＴ 145 件 

   行政に対する不満や苦情 117 件  インターネット書込み 16 件     

   犯罪被害者 ２件         ホームレス １件    

※課題別件数については、１相談者から複数課題の相談があれば複数の件数と 
しているので実相談件数とは一致しない。 
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(３) 他機関との連携件数 

 

 ※件数については、人権啓発・相談センターが相談者に各機関を紹介した件数 


